
 
発給申請書一覧画面への再発給ボタン設置について 

 

平成２８年６月３日 

日本商工会議所 国際部 

 

特定原産地証明書発給システムの発給申請書一覧画面から再発給申請を行えるよう、画

面内に再発給ボタンを設置するシステム改修を実施しますので、下記のとおりご連絡いた

します。 

 

記 

 

１．概要 

発給申請書一覧画面に再発給ボタンを設置（下図参照）。 

 

※発給済み（状態が手続中（承認）以降の）証明書の記載事項を変更する場合や、亡失等

の理由により証明書を再取得したい場合、通常の発給申請ではなく再発給申請を行って

いただく必要があります。 

 

２．適用開始日 

 平成 28年６月７日 8:00AMから適用開始 

 

以上 


